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第２回 クリーンセンターふたば環境安全委員会 

議事録（案） 

 

日時：令和５年３月２０日（月）１６時００分～１７時４５分 

場所： 大熊町役場 

出席者： 

委員：河津委員長、植頭委員、髙橋委員、斎藤委員、新保委員、澤原委員、

土屋委員、石井委員 
環境省本省：馬場参事官、有馬参事官補佐、嶋田参事官補佐 
環境省福島地方環境事務所：小野寺調整官、香田企画官、西山室長、工藤課

長補佐、関専門官、小野対策官、岡部主査 
双葉地方広域市町村圏組合：阿部事務局長、鈴木次長、松本課長 
福島県：木賊副課長兼主任主査、紺野主任主査、羽田主査 
福島県相双地方振興局：長南氏 
大熊町：東係長、中村副課長、館村氏 

 

【議事内容】 

１，開会 

事務局 定刻となりましたので始めさせていただきます。 

本日は皆様お忙しい中ご出席いただきましてありがとうござ

います。ただいまから第２回クリーンセンターふたば環境安全委

員会を開催させていただきます。 

私は事務局を務めます環境省福島地方環境事務所、岡部と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして、環境省環境再生・資源循環局特定廃棄物

対策担当参事官室参事官の馬場からご挨拶をさせていただきま

す。 

馬場参事官 環境省の馬場です、今日はよろしくお願いいたします。ご承知

のとおり、パンフレットの開いた面にもございますけれども、ク

リーンセンターふたばの対象物が、双葉郡内の事業系一廃や産

廃、生活ごみ、さらには拠点のごみということでこれから双葉郡

内にどんどん事業者さんがはいってきて復興が進んでいくうえ

で、当然事業活動すると産廃、一廃がでますので、そういうもの

を入れていくと。大変重要な施設でございます。これについて安

全に、きちんと進めていくことが重要と思っておりまして、しっ
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かりと皆さんのご意見いただきながらですね、安全第一で進めて

いきたいと思っておりますので、今日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

事務局 続きまして、双葉地方広域市町村圏組合の阿部事務局長からご

挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。 

阿部事務局長 双葉地方広域市町村圏組合の阿部でございます。まずは委員の

皆様には、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござい

ます。 

クリーンセンターふたばは私どもの組合が所持している廃棄

物処理施設でございます。双葉郡の復興を促進することを目的

に、環境省、福島県、また本組合が基本協定を締結いたしまして、

その施設復旧整備を環境省が行い、また、再開後の管理について

も、特定廃棄物の処分がある間は、環境省が主体となって行うこ

ととしております。埋立処分が始まれば、周辺地域も含めました

環境保全、安全確保が重要になって参ります。組合といたしまし

ても、環境省と連携をいたしまして、安全確保に関する協定等に

基づきまして、立地町である大熊町、地元行政区の住民の皆様の

ご理解、ご協力をいただきながら、安全の措置を図って参りたい

と考えております。委員の皆様には、クリーンセンターふたばに

関する、ご助言等について、ご尽力ご協力いただきますように今

後ともよろしくお願いをいたします。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

２，出席者紹介 

事務局 ありがとうございました。 

続きまして、出席者のご紹介をさせていただきます。 

まずは、福島大学から河津委員長。 

河津委員 河津です。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 続いて、日本原子力研究開発機構から植頭委員。 

植頭委員 植頭でございます。よろしくお願いします。 

事務局 続きまして、福島県から髙橋委員。 

髙橋委員 髙橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 同じく、福島県から斎藤委員。 

斎藤委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 続きまして、大熊町から新保委員。 

新保委員 新保と申します。よろしくお願いします。 



3 
 

事務局 同じく、大熊町から澤原委員。 

澤原委員 澤原です。よろしくお願いいたします。 

事務局 続きまして、大熊町行政区町会長、土屋委員。 

土屋委員 はい、土屋です。よろしくお願いします。 

事務局 大熊町小入野行政区長、石井委員。 

石井委員 石井です。よろしくお願いします。 

事務局 皆様、本日はよろしくお願いいたします。 

 

３，資料確認 

事務局 議事に入る前に、本日お配りしています資料の確認をさせてい

ただきます。 

上から順に資料を読み上げてまいります。 

一番最初に、縦置きのＡ４の議事次第がございます。 

続いて、横置きの資料１、クリーンセンターふたばにおける埋

立処分時の放射性物質対策等について。 

続いて、資料２クリーンセンターふたばへの廃棄物の輸送につ

いて。 

続いて、資料３－１、事前モニタリング結果（概要）。 

続いて、資料３－２、事前モニタリング結果（詳細）という分

厚い資料。 

最後に参考資料として、委員名簿も付けさせていただいており

ます。 

不足されている方はいらっしゃいませんでしょうか。必要な方

は事務局までお申しつけください。 

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

 

３，議事（１）埋立処分時の放射性物質対策等について 

事務局 それでは、以降の議事進行につきましては河津委員長にお願い

したいと思います。河津委員長どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

河津委員長 はい、それでは河津です。よろしくお願いしたいと思います。

今回の内容はといいますと、事前のデータがありまして、これは

環境のことをしっかりと、安心安全の観点から、いろいろご意見

をいただければと考えております。ご協力をお願いします。それ

では、議事に基づきまして始めさせていただきたいと思います。

はじめに、資料１、クリーンセンターふたばにおける埋立処分時
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の放射性物質対策等について、説明をお願いします。 

香田企画官 ありがとうございます。環境省福島地方環境事務所廃棄物対策

企画官の香田でございます。委員の皆様におかれましては、この

クリーンセンターふたばの事業に限らず環境省の環境再生事業、

復興関係の事業に幅広いご理解ご協力、ご指導いただいておりま

して、改めて御礼を申し上げます。 

本日、委員長からもありましたとおり、クリーンセンターふた

ばの埋立開始に向け、整備工事の現状などに関して、そこに向け

たご説明をさせていただくものでございます。恐縮ですが、座っ

てご説明をさせていただきます。 

お手元の資料１をご覧いただければというふうに思います。ク

リーンセンターふたばにおける埋立処分時の放射性物質対策等

についてということで、資料をご用意させていただいてございま

す。 

表紙をおめくりいただきまして１ページ目でございます。先ほ

ど委員の皆様にはですね、現場を見ていただいたところでござい

ますけれども、クリーンセンターふたばの整備工事の進捗という

ことで、写真左側が前回第１回の委員会の際に我々のほうからお

出ししておりました資料から抜粋したものでございます。 

そこから、様々、我々も有識者の先生方をはじめですね、アド

バイスをいただきながら、例えば、２期埋立処分地の底盤保護層

のこういったところの放射線の安全対策というものをご指摘い

ただいておりまして、もともと想定していたこの２期の一番下の

底盤保護土の厚さを少し厚めにさせていただくなどですね、施工

方法の変更をこの間行わせていただいております。そうした施工

方法の変更を経て、クリーンセンターふたばの整備工事に関して

は、工期を今年度末、すなわち今月末までとさせていただいてご

ざいまして、委員の皆様に先ほどご覧いただいたとおり、整備が

ほぼ終了している状況でございます。 

この資料で１ページ目の右側の写真に関しては、令和５年１月

２３日とありますとおり、先ほどご覧いただいた、現状の処分場

よりは若干古い写真になりますけれども、クリーンセンターふた

ば整備工事の大きな中身として、①番に記載させていただいてお

りますようにトラックスルー式のゲートモニターを設置させて

いただいていること、そして、処分場の左上側２期埋立地につい

ては、今回この整備工事において、造成をさせていただいたとこ
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ろでございます。 

３番目として、水処理施設のところにゼオライト吸着塔とし

て、新たに施設及び設備を新設させていただいております。 

その他のクリーンセンターふたば整備工事、中身はもろもろご

ざいますけれども、大きく、ここでご紹介させていただこうと思

ったのがこの３点でございます。 

資料をおめくりいただきまして２ページ目でございますけれ

ども、処分計画の全体像ということで、先ほどですね、冒頭、参

事官の馬場よりご紹介ありましたけれども、埋立て対象の廃棄物

として、環境省の方で、今回クリーンセンターふたばを活用させ

ていただくにあたって、この３点の廃棄物について、ここで処分

をさせていただくこととさせていただいてございます。 

双葉郡の生活ごみ、そして、双葉郡内のインフラ整備などから

生じてくる事業系廃棄物、そして、帰還困難区域のうち拠点区域

の建物解体などによって生じてくる廃棄物というものを今回処

理させていただくこととさせていただいてございます。 

埋立処分までの流れとして、搬出準備から浸出水処理などのフ

ロー図を出させていただいてございますけれども、その中でです

ね、今回、皆様方に、ご審議そして我々の考え方をご紹介させて

いただくものとして、放射性物質対策についてですね、資料３ペ

ージに記載をさせていただいております。大きく３テーマに関し

て現状そして今後の我々の考え方に関してご説明させていただ

ければと思ってございます。 

廃棄物の搬入時、搬入に係る対策。埋立時、埋立てに関する対

策。そして、処分場の外に水を出す際、水処理に関する対策とし

て、大きく三本立てでご説明させていただければと存じます。 

資料の４ページ目は、廃棄物の搬入に関するところのご説明で

ございます。先ほど皆様方には、実物をご覧いただいたところで

ございますけれども、搬入された廃棄物に関しては、元々ですね、

基本協定書の中で、環境省の方は、１０万Ｂｑ/ｋｇを超える廃

棄物については搬入しないということを、ご地元の皆様ならびに

関係者の皆様との間でお約束をさせていただいているところで

ございます。搬入された廃棄物の放射能濃度が１０万Ｂｑ/ｋｇ

を超えないことを確認する目的で、処分場の一番最初、廃棄物を

積んだトラックが最初に通るところとしてこちらのトラックス

ルー式のゲートモニターを設置させていただいているところで
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ございます。先例として、環境省のほうで特定廃棄物の埋立処分

を富岡町の特定廃棄物埋立処分施設、旧フクシマエコテックで実

施させていただいておりますけれども、そちらで行っているゲー

トモニターでの管理を基本的には踏襲させていただいておりま

して、それと同スペックの機器、そして同施設に倣って、より安

全側に立った運用ということでございますけれども、すなわち、

１０万Ｂｑ/ｋｇを積んでいる際に一般的に出てくる表面線量を

測定しているわけではなく、より安全面、安全側にたって、より

その濃度よりも低いところに相当するような線量でゲートモニ

ターのアラートが出るような仕組みをさせていただいてござい

ます。 

仮に、万が一、トラックがこのゲートモニターを通った時に、

アラートが出てくるようなことが発生した場合の対応について

は、後程ご説明をさせていただければと思っております。 

資料をおめくりいただきまして、５ページ目でございますけれ

ども、廃棄物の埋立てに係る対策としてご紹介をさせていただい

ております。クリーンセンターふたばは、１期埋立地と２期埋立

地に分かれてございまして、１期埋立地は容量２５万ｍ３のう

ち、２２万ｍ３程度でありますが、震災前に双葉組合さんのほう

で供用されておりまして、既存の廃棄物が埋まっている場所でご

ざいます。そちらの残余容量を活用させていただいて、この５ペ

ージ目の上の段に書いてございますけどもセメント固型化物な

どを処分させていただきたいというふうに考えているところで

ございます。２期埋立地は、容量は１期と同様に２５万ｍ３程度

でありますけれども、そちらは今回の整備工事で、新規で造成を

させていただいた部分でございますが、それ以外の、セメント固

型化する物以外の特定廃棄物や、一般廃棄物等の廃棄物を埋立て

させていただくという計画でございます。対象となる廃棄物のう

ち、セシウムの溶出量が大きいもの、飛灰が想定されますけれど

も、そうしたものは、セメントで固型化を行う。それ以外の廃棄

物についても容器に入れさせていただいた状態で、埋立処分を行

う計画でございます。この資料５ページの下側に、フロー図で記

載をさせていただいてございます。処分場に搬入されてくる廃棄

物は、元々、仮置場ですとか、あるいは環境省が設置させていた

だいている焼却炉に設置している焼却灰保管庫から搬出をされ

てくるわけでございますけれども、例えば主灰、焼却炉の下から
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出てくる燃えがら、といわれるものですが、それは基本的には

我々の保管庫で容器にいれて保管させていただいております。そ

の容器をクリーンセンターふたばのほうに持ってきてですね、も

ちろん容器の状態を確認した上で、健全な容器ということであれ

ば、それを埋立地の方に入れさせていただくような運用でござい

ます。不燃物というのは、例えば、下の方に石膏ボード、瓦・レ

ンガといった写真が載っていますけれども、そういったものが、

仮置場においてですね、容器に詰まった状態で保管をさせていた

だいている場合ですとか、やはり品目によっては、ばら積みの形

でですね、保管をさせていただいているケースもございます。そ

れら様々な形で仮置場に存在している可燃物については、容器に

入っているものに関しては先ほどの主灰と同様に、容器の形で搬

入させていただいて、その後、埋立処分をさせていただく。ばら

積みで保管されているものですとか、容器に不具合がある類のも

のは、クリーンセンターふたば内に設置をさせていただく詰替施

設において容器に改めて封入させていただいた後に、処分をさせ

ていただくところでございます。 

飛灰に関しては、焼却炉の煙突のところの、バグフィルターの

ようなところでキャッチするばいじんのようなものでございま

すが、その飛灰に関しては、セシウムの溶出量が大きい傾向にご

ざいますので、クリーンセンターふたばに設置させていただく予

定のセメント固型化施設を経て、埋立地に入れさせていただく計

画でございます。 

資料をおめくりいただいて、６ページ目でございますけれど

も、埋立地の放射性物質対策についてご紹介をさせていただいて

いるものでございます。廃棄物の下部、廃棄物の下側にはですね、

セシウムを吸着する土壌層、下部への浸透を防ぐ不透水性土壌層

というものをそれぞれ設置させていただいているところでござ

います。下の埋立て構成のイメージのところでですね、１期埋立

地の断面のような形のご紹介をさせていただいてございます。６

ページの資料右下のところでありますけれども。先ほど申し上げ

たとおり、１期埋立地に関しては、既存の廃棄物が一定割合埋ま

っておりますので、今回の整備工事においてですね、その既存の

埋立層、既存の廃棄物の上に、水を通さない不透水性の土壌層を

入れさせていただいておりまして、そこで例えばセメント固型化

した廃棄物とか、放射性物質に汚染された廃棄物を通った水がど
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んどん下に行かないように、この不透水性土壌層でキャッチする

というような形の施工方法をさせていただいてございます。資料

６ページ目の方の断面図は１期埋立地のものでございますけれ

ども、２期埋立地の方でも同様に、不透水性土壌層、そして、土

壌層の上に廃棄物を積むと。廃棄物を大体ですね３メーター程度

積んだのち、また不透水性土壌層が現れるというような仕組み

で、多重にわたってですね、水をキャッチというところは万全を

図りたいと考えてございます。また、資料の６ページ目の上の方

の文章ですけれども、すべて埋立対象の廃棄物に対しては何らか

の容器に行っている状態でございます。セメント固型化している

もの、あるいは容器に入っているようなフレキシブルコンテナの

ような容器に入っているようなものでございますが、廃棄物をバ

ラバラと処分場に入れるようなことはしないしないような施工

方法を取らせていただくこととしてございます。また、埋立て作

業を実施していない区画は、表面をキャッピングシート、防水性

のシートで覆わせていただいて、不要な雨水の侵入を抑止する対

応と取らせていただくこととしてございます。 

資料の７ページ目、８ページ目が、廃棄物処分場から出てくる

水の処理に関するご説明でございます。 

７ページ目は浸出水の流れということで、処分場の中に、先ほ

ど処分場の作業していないところはシートで覆うというふうに

申し上げましたけれども、やはり作業をしている場所ですとか、

何らかの形で処分場の中に水が入ってしまうということがござ

います。その水については、埋立地の底部に集排水管を張りめぐ

らせておりまして、その管でキャッチをして、調整槽というとこ

ろで一回受ける仕組みとしてございます。２期埋立地、１期埋立

地とそれぞれ７ページ目の中で図面を入れさせていただいてご

ざいますけれども、従って、図面の中で左側の上流部でございま

す。同じ図面の右側が下流部、左から右にどんどん水が流れてい

くイメージでございますけれども、真ん中に浸出水の調整槽とい

うのがございまして、こちらに、一旦受けるということでござい

ます。こちらの調整槽で受けた水に関しては、先ほど委員の皆様

にはご覧をいただきましたけれども、浸出水の処理施設というと

ころに流して、適切な水処理を行うというものでございます。 

浸出水処理施設に関しては、次の８ページ目でご説明させてい

ただいてございます。クリーンセンターふたばにおいては、もち
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ろん震災前に廃棄物処分場として供用されていた処分場でござ

いますので、既存の浸出水処理施設というのがございます。資料

８ページ目の右側、建物の写真がございますけれども、その建物

の写真中、青い点線で囲われている建屋と、そうでない建屋があ

ろうかと思いますが、資料８は写真の手前側ですね、青い破線で

囲っていない方の、元々組合さんが処分場稼働されていたとき

の、既存の浸出水処理施設でございます。こちらで様々な有害物

質とか、生活環境項目に関しての除去は引き続きクリーンセンタ

ーふたばで我々が廃棄物の処分をさせていただくにあたっても

行わせていただくものでございます。この浸出水処理施設の中の

設備に関しては、今回は我々の整備工事の中でリニューアルさせ

ていただいたものでございます。また、新たにゼオライト吸着塔

を設置ということで、８ページの頭に書かせていただいておりま

すけれども、本建屋の奥側、青い点線で囲われている部分の建屋

に関しては、今回の整備工事の中で、我々の方で設置をさせてい

ただいているものでございます。処分場から出てきた浸出水に関

しては、先ほど申し上げた既存の浸出水処理施設における処理に

よる生活環境項目等の除去を経て、その全量が増設した建屋の方

に流れていく仕組みとさせていただいてございます。その流れて

いった水に関しては、連続測定を、放射性物質濃度の連続測定を

行わせていただいておりまして、我々の設定した自主基準１０Ｂ

ｑ/Ｌという形で設定をしてございますけれども、その自主基準

を超過する場合は、放射性物質の処理を行うこととしてございま

す。我々が設定しているこの自主基準というのは、法令上、外に

流していい濃度よりも厳しい水準で管理をさせていただいてお

ります。 

計算式をこの中で載せさせていただいておりますけれども、こ

の 60 とか 90 とか書いてある式を載せさせていただいておりま

すけれども、これより厳しい自主基準を設定して、その濃度限度

で管理をさせていただく仕組みにさせていただいてございます。

放射性物質の処理が必要な浸出水が万が一出てきた場合は、ゼオ

ライト吸着塔の方にその水を流して、処理を行います。行ったも

のに関しては、あらためて放射性物質の測定、濃度の測定を行わ

せていただいて、自主基準を超過していないことを確認して、外

に出すということでありまして、この自主基準、我々が設定して

いる基準をクリアしない限り、この水が外に出ていくことができ
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ないような仕組みとさせていただいているところでます。 

おめくりいただきまして、資料の９ページ目でございますけれ

ども、クリーンセンターふたばにかかる今後のスケジュール等に

ついて、まとめさせていただいたものでございます。我々の方と

して、先ほどご覧いただきましたほか、今ご説明申し上げますけ

れども、クリーンセンターふたばの整備工事というものは、今年

度末までが工期となっておりまして、あと１０日ほどでございま

す。現場は概ね完成しているところでございます。今後、現場に

おいてですね、廃棄物を受け入れるにあたっての準備工ですと

か、あるいはご地元の皆様にご説明させていただく様々なプロセ

スを経て完了した後、我々としてなるべく早期に埋立てを開始し

たいというふうに考えておるところでございます。 

また、情報公開のところについても、我々として環境省のホー

ムページですとか、まさに今日お配りを申し上げているパンフレ

ットなどにおいて、我々がどんな事業をやっているのか。あるい

は、事業が進捗していくについての各種モニタリングの結果、あ

るいは廃棄物の搬入量なども出すかと思いますけれども、そうい

った我々の事業について、なるべく多くの方に、幅広く、わかり

やすく知っていただくような機会を設けたいというふうに考え

ておりますので、このパンフレットについても、鋭意、必要に応

じて更新をしていきたいと考えてございますし、環境省のホーム

ページにおいても、必要な情報を出して、事業の透明性というも

のを図っていきたいっていうふうに考えておるところでござい

ます。 

最後、10 ページ目は、クリーンセンターふたばに搬入される廃

棄物ということで、参考としてご紹介といいますか、載せさせて

いただいているものでございます。 

対策地域内廃棄物とか、指定廃棄物とか様々書いてございます

けれども、クリーンセンターふたばに搬入されてくる廃棄物とい

うのは、双葉郡の生活ごみとか、双葉郡内の事業系廃棄物ですと

か、帰還困難区域内、拠点区域から生じてくる廃棄物ですとか、

そういうものがクリーンセンターふたばに搬入されますという

お話は、資料の２ページ目の方でも簡単にさせていただいたこと

が繰り返しでございますが、参考までにお付けした次第でござい

ます。 

以上、資料 1についてご説明申し上げました。 
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ご意見などを幅広く忌憚なくご指導いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

河津委員長 はい。ありがとうございました。それでは今の資料１に関しま

して、ご質問あるいはご意見がございましたら。はい。澤原委員

どうぞ。 

澤原委員 はい。大熊町の澤原でございます。 

只今のご説明で、９ページの情報公開でございますが、安定し

た埋立を進めるには、やはり作業が安全に進められてるというこ

とを多くの方に知ってもらう必要があるかと思います。 

こちらでホームページやパンフレットを利用して周知を行う

ということでございましたが、環境省さんの事業で中間貯蔵施設

や旧エコテックなどは見学会を開いて、住民の方、この地区の方

以外の方にもみてもらうという活動をしてると思います。また、

工事情報センターリプルン等も活用されてるかと思います。今回

クリーンセンターふたばの場合には、中間貯蔵施設や旧エコテッ

クのような、同様の見学会、そういうものは考えていらっしゃら

ないのか、その辺をお伺いしたい。 

河津委員長 はい。環境省お願いします。 

香田企画官 ご質問ありがとうございます。大変貴重なご意見だと思いま

す。ありがとうございます。 

まずですね、見学会やセンターなど、情報発信の方法に関して

は、クリーンセンターふたばは中間貯蔵施設のエリア内、帰還困

難区域内のエリア内に存在しているということで、旧エコテック

と同じような運用ができるかについては、検討が必要だとは思っ

てございます。一方で、いろんな方に、我々の事業が開始して軌

道に乗ってきた後に、安定的に進めているというところを、いろ

んな人に幅広く知っていただくということが極めて重要だとい

うふうに考えておりますので、可能な限りですね、一般の方の見

学ですとか、あるいは情報センターやリプルンの話もございまし

たけれども、なるべく様々なツールを使ってですね、環境省の事

業、クリーンセンターふたばの事業に関していろんな方に知って

いただきたい、機会を作りたいというふうに考えてございます。 

河津委員長 よろしいですか。はい。新保委員。 

新保委員 ちょっと今回のクリーンセンターふたば、やっぱりほかの処分

場施設と同じで中に入れる分量をできるだけ減らそうという話

は多分あるんだろうなと思うのですけれども、その場合に、可燃
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物は基本燃やすって話ですけど、不燃物は再生利用できるものは

再生利用とありますが、基本的に特定廃棄物はまぁまぁ線量が高

いものが多いのかなと思うのですが、不燃物の再生利用というも

のについて、どういったイメージを考えてらっしゃるのか、お聞

かせいただければと考えております。 

河津委員長 はい、それでは環境省おねがいします。 

嶋田参事官補佐 本省特定廃室の嶋田と申します。 

再生利用に関しましては、復興再生拠点のものも含めまして、

どのぐらいの量がでているか毎月、環境省のウエブサイトで公表

しているものでございます。基本的に多いものは、コンクリート

がらになります。それは、例えば家屋解体を行うときの建物自体

は鉄筋コンクリート造であったりというのもございますし、住宅

の基礎部分に、コンクリートが使われていたりと、こういうこと

がございます。 

数で申し上げますと、大熊町では公共建築物はこれから解体と

いうことになるかと思いますけれども、一般の住宅ということで

ありますと基礎部分ですので、ほぼ土に埋まっている状態のもの

を掘り出すようなことを解体工事でするわけでございます。その

後、仮置場で分別する際に、土をふるい落としたり、少し破砕し

たりしますと、直接的な汚染というのは実はあまりないというの

が実態です。とはいえ何もチェックせずに回しているわけではな

く、事業者の方で、市場に回すことが可能であるという品質のも

のに限って、再生利用に回っているところです。 

河津委員長 基本的に、クリーンセンターふたばに入る前に、再生利用され

るものについては除かれていると。 

嶋田参事官補佐 そうです。この資料２ページのですね、搬出準備、仮置場等が

一つ目にでてきますけれども、仮置場でですね、これはリサイク

ルできる、これはリサイクルできないという選別をしていまし

て、そこで今おっしゃっていただいたような、最終処分量を減ら

すという取組みをしているところでございます。 

河津委員長 はい、よろしいでしょうか。はい、土屋委員。 

土屋委員 はい。土屋でございます。ひとつはご質問で、あと一つ、それ

に関連してちょっと参考意見を述べさせていただきたいもので

す。 

クリーンセンターふたばを再開するということで、昨年、リー

フレットを大熊町民に配布されましたけど、そのときの反応はど
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うだったのかちょっと教えていただきたいということです。なに

か問い合わせがあったのかどうか。 

それに付随しまして、昨年末ですね、私ども行政区内で役員等

集まったときに、こういうのが、小入野の行政区であるので、始

まりますよということを報告したところですね、その中で、ある

役員が、クリーンセンターふたばは、既存のふたばの用地ではな

く、さらに拡げてやっているんだよと、反対まではいかないけれ

ども、少しおかしいよという発言がありました。こういうことで

情報公開、先ほどもお話ありましたけれども、その辺のところを

また認知されてない方もいるんじゃないかなと思ってます。 

あえていろんなことを、そういうことを言って、何ていうです

かね、議論をたきつけるようなことをしたくないんですけども、

まだこの事業に対してですね、理解をしてない方もいるというこ

とも、その中で承認していただきたいなと思ってあえて申し上げ

ました。 

以上です。 

河津委員長 はい。ありがとうございました。 

小野寺調整官 環境省福島環境事務所の小野寺でございます。ありがとうござ

います。 

最初のご質問でですね、昨年９月に私どもの方でですね、大熊

町さんにご協力いただきまして、広報誌にクリーンセンターふた

ばの埋立再開に向けた整備工事、これを進めておりますというチ

ラシを入れさせていただきました。その中では、私ども、環境省

を問い合わせ先として書かせていただいておりました。ただ、そ

の中でご質問あるいはご意見といったものをその段階ではいた

だかなかったことを持ちまして、私どもとしては一定程度、皆様

にこの事業につきましてご理解をいただいたんだろうというふ

うに判断をしてございます。今、土屋委員がおっしゃったように、

まだこの事業についてご理解いただけない方がいらっしゃるん

じゃないかというお話がございましたので、今後、この事業を進

めていくにあたりましては、チラシの配布といったことでござい

ますとか、ご説明をしっかり丁寧にしていきたい、というふうに

考えてございます。それから、あともう一つ、用地の件でござい

ます。もし補足あればまた組合さんのほうから補足をお願いした

いと思いますけれども、今回、整備をさせていただきました、２

期埋立地の整備工事につきまして、２期の区画につきましてはで
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すね、こちらもすべてもともと組合さんの方の土地の中で事業を

させていただいておりますので、そういったところも機会があれ

ばきちんとご説明させていただきたいと考えてございます。 

河津委員長 はい、よろしいですか。はい。 

嶋田参事官補佐 ９ページの広報の手順について、本省から補足させていただき

ますと、環境省のホームページから、とございますが、私どもの

ほうで準備が若干手間取ったこともあり大変申し訳ないのです

が、本日昼過ぎに、クリーンセンターふたばに関するウエブペー

ジを開設してございます。 

前回の環境安全委員会などの資料はすでに掲載しておったの

ですが、今後のモニタリングの情報などを掲載するような場所自

体を今日の昼過ぎに開設しております。 

今回の委員会資料も当然ウエブに掲載させていただきますが、

今後、モニタリングデータなどもいつでもどなたでもご覧いただ

けるように、ウエブの充実を図っていきたいというふうに考えて

ございます。補足でした。 

河津委員長 はい。ありがとうございました。ほかに意見ございますか。は

い、植頭委員。 

植頭委員 はい、ちょっと確認なのですが、４ページ目１０万Ｂｑ/ｋｇ

を超えないことと書いてありますが、これは線量からの換算とい

うことでよろしいですか。放射能濃度を測定するのはたぶん困難

なので線量から換算をすると認識しております。 

香田企画官 はい、おっしゃるとおりでございます。 

植頭委員 それから、もう一つ。８ページ目ですけど、この右側のフロー

をみていくと、セシウム検知時にゼオライト吸着塔に行くと書か

れておるんですが、実際は、自主基準を設けて、１０Ｂｑ/Ｌだ

と思います。資料３－２の３１ページをみると、放流水の放射能

濃度は検出限界値が１なので、１Ｂｑ/Ｌを超えた場合にはゼオ

ライト吸着塔を動かすようにも見えるので、ここはちょっときち

んと確認しておきたいと思います。 

香田企画官 資料がわかり難くて申しわけございません。今、植頭委員が仰

ったとおりでございまして、ゼオライト原水槽で連続測定を行っ

ているところで、１０Ｂｑ/Ｌを超えているものが出現した場合

には、吸着塔に行くというものでございますので、ちょっとこの

セシウム検知時というのが非常に誤解を招きますけれども、１０

Ｂｑ/Ｌを超えたものが検知された場合ということでございま
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す。 

植頭委員 わかりました。それから、これから多分いろいろな設備が納入

されてきて、マニュアルを作っていく段階だと思いますけども、

その時にできればノウハウではなくて、ノウホワイのような記載

をお願いします。どのようなことかというと、得てして、マニュ

アルというのは、１番のバルブをあけて次ポンプのスイッチを起

動する、と書いてあるので、実際作業する人が１番のバルブを開

ける意味を理解しないと何かあった時に、何か機械に異常があっ

た時に、対応ができないので、是非そういうマニュアルを使って

教育して頂ければと思います。 

教育もそのマニュアルをただ読むだけでは駄目で、しっかり考

えさせるような教育をしていただければと思います。よろしくお

願いします。 

河津委員長 はい。ありがとうございます。はい、では髙橋委員。 

髙橋委員 福島県の髙橋でございます。 

9 ページの情報公開も関連して、処分場は、得てして、埋立て

が終わった後は忘れ去られてしまうことが一般的です。この施設

に関しては、福島復興、特に浜通りの復興になくてはならない施

設ということで、特定廃棄物を埋立てたり、環境省さんがその後

の管理をされたりとか、役割が通常の廃棄物の処分場とは違う位

置づけになると思います。是非、埋立ての状況や、どういう時期

にどういったエリアの廃棄物が入ったかなどの記録を整備して

いただいて、後々この施設が果たした役割を、皆さん、県内、県

外のかたにも、ちゃんと伝わるようにしていただければと、要望

でございます。 

河津委員長 はい。ありがとうございました。 

香田企画官 貴重なご意見ありがとうございます。今、このクリーンセンタ

ーふたばの事業を、まず、いかに開始するかというところをご報

告申し上げておるところでございますけれども、同時に、いかな

る形で、終わりを迎えるかといいますか、その後いかなる形で管

理をしていくかというところについても、我々は考えていかなく

てはいけなければならんと思っておりますので、今のようなご意

見も含めまして、広く、そして我々はこういった処分場を使わせ

ていただいて、福島の復興の貢献をするということは根幹として

位置づけて、我々もそのマインドを持っておりますので、そうい

ったマインドのなかで、幅広く知っていただくためにいかなる方
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法があるのかを検討していきたいと思います。ありがとうござい

ます 

河津委員長 はい、よろしくおねがいします。はい、斎藤委員お願いします。 

斎藤委員 福島県の斎藤でございます。 

資料の２ページになりますが、今後、クリーンセンターふたば

へ埋立をする廃棄物のなかで、現段階では、一番右にあります復

興拠点から生じる廃棄物だと思いますが、イメージしづらいの

が、どこにどれだけ仮置きされているのかです。その量的な部分

が明らかになっていない。入口の部分が何かぼやっとしていて、

処分場の処理能力といったところは明らかになってるんですけ

ども、入口の段階の廃棄物が今、どれだけ、どのようになってい

るのかという状況が、よくわからないので、教えていただきたい

ということと、その仮置場が、今、現在、特定復興再生拠点区域

については、解除が進んでいるなかで、今後、解除を迎えるとい

う地域もございます。そういった中で、仮置場が拠点内にあるの

か、拠点外にあるのか、その辺も含めて、住民さんが戻ってくる

段階になってくるわけですから、仮置場のあり方っていう意味で

も、ちょっと教えていただきたいなと思っております。 

河津委員長 はい、環境省からおねがいします。 

香田企画官 はい、ありがとうございます。ご回答申し上げるなかで、補足

がありましたら本省からもお願いしたいと思います。まず１点目

の、どこにあるのかというところに関しては、帰還困難区域内の

復興拠点において、我々は除染解体を行わせていただいておりま

すけれども、そこから出てくる解体廃棄物は、基本的に仮置場に

置かせていただいてると。仮置場の方で不燃物や可燃物など、そ

ういう仕分けを行わせていただいて、可燃物については我々が設

置をさせていただいている仮設の焼却炉において、焼却を行って

おりまして、焼却灰の形として灰保管庫に存在しているという状

況でございます。ですので、可燃物については、焼却灰が仮設炉

の保管庫にあるか、仮置場に置いてあって焼却炉への搬出を待っ

ているかのいずれかでございます。不燃物、コンクリートがらで

あるとか、瓦・レンガなどの不燃物に関しては、各町に設けさせ

ていただいている仮置場で保管をさせていただいておりまして、

その仮置場の所在地が、帰還困難区域の中、拠点の中にあるのか

というご質問ですけれども、その町あるいはその仮置場ごとに、

それぞれの所在が異なっておりまして、帰還困難区域の中にある
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ものもあれば、外にあるものもございます。ですので、それぞれ

我々の方で保管をさせていただいているものが、何て言います

か、その位置情報ですね。当然我々の中では管理をさせていただ

いておりますけれども、クリーンセンターふたばに持ち込むもの

が、いかなるものでどういうところから出てくるのかというとこ

ろに関しては、事業が進む中において、それぞれこういったとこ

ろから出していますとか、幅広く出していきたいと考えておりま

す。 

河津委員長 はい。斎藤委員おねがいします。 

斎藤委員 大体のイメージはわかったんですが、量的な部分について、前

回の環境安全委員会の資料の中では、事業の運営期間が約 10 年

という記載もあったわけですけれども、今回は書いていないの

で、この量的な部分について教えていただきたい。 

香田企画官 ありがとうございます。あえて書いてないというわけでは全く

ございませんで、処分計画に関しては、当初ですね、公表を含め

てお示しさせていただいてるとおり、この２ページ目の右側の解

体等が生じる廃棄物の方が、斎藤委員がおっしゃったとおり１８

万ｍ３、左側の二つに関しては合計１０万ｍ３ということで、１

０万ｍ３と１８万ｍ３ということで、お示ししていますけれど

も、そこが何か変わっているとか、期間が１０年程度を想定して

いるのが変わっているとか、そういうことは全く今のところござ

いません。 

河津委員長 はい、今それに関しですね、白地地区とか今後変わってきます

よね。どこを指定するか、どれくらい指定するかによって、その

解体の量などが変わってくると思うのですが、そのあたりを含め

て、その辺の見通しも含めてですね。 

嶋田参事官補佐 現時点においてはあくまで拠点に限って、でございまして、ま

た拠点外の話については別途地元自治体などと協議させていた

だくものかと思っております。あと、全般的に補足させていただ

きますと、資料１の２ページのイラストにありますように、拠点

区域からの家屋解体等からの特定廃棄物については、イラストに

あるように、ほぼ家屋解体に伴うものと考えております。そうし

ますときに、家屋解体の件数実績そのものは環境省のウエブサイ

トに毎月更新して記載をしています。それをご覧いただくと大体

それぞれの町ごとにどれくらいの解体申請をいただいてて、どれ

くらいの、最新の情報は１月末だったかと思いますが、申請数何
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件、解体数何件と公表させていただいておりますので、そのバラ

ンスをご覧いただくと、おおよそ結果としてどの町のごみが多そ

うかなということが推察いただけるのかなというのがまずひと

つございます。また、仮置場の位置に関してですが、あまり詳細

な場所を公開するとなると特定廃棄物が置かれているところで

すので、廃棄物関係ガイドラインの中でフェンスを立てて悪い人

が侵入してこないようなどになどの対策を取っております。その

ため、廃棄物仮置場の位置の詳細を全て公表しているわけではご

ざいません。ですけれども基本的にはそれぞれの町ごとに役場さ

んであったりですとか、ご相談させていただきながら設置をさせ

ていただいてるところです。大熊町さんで申し上げると、そもそ

も、拠点外のところに熊川という仮置場が確かあったかと思いま

すが、そういったように帰還困難区域の拠点の外にあるところも

ありますし、浪江町さんなんかですと、解除されている区域、つ

まり、帰還困難区域の解体をする前から使っているところをその

まま使わせていただいてるというようなものもございます。です

ので、それぞれの町さんとご相談させていただきながら、あると

ころは解除したところであったり、あるところは拠点以外の場所

であったりなど個別の事情がございますので、町ごとに個別の事

情があるのだなとご理解いただければと思っております。 

河津委員長 私から、例えば公開の方法などは考えていておられないのでし

ょうかということ、たとえば、特定廃棄物や中間貯蔵施設の展示

施設での公開だとか、なにかそういったことで、環境省のなかで

何か考えがあるのであれば教えて欲しいと思う。 

西山室長 ご指摘いただきましてありがとうございます。福島地方環境事

務所廃棄物処理施設運営管理室長の西山と申します。私の方で、

先ほどお話にもございました、リプルンふくしまの所管をさせて

いただいてるという立場でお話をさせていただきます。リプルン

ふくしまにつきましてはご承知の通り、特定廃棄物埋立処分施設

の情報の発信に関する館ということでこれまで運営をさせてい

ただいてるところではございますが、こちらのクリーンセンター

ふたばにつきましては、そろそろ稼働が開始するという予定もご

ざいまして、今後、福島県内で発生する特定廃棄物は、一部は特

定廃棄物埋立処分施設、一部はクリーンセンターふたばへ行く予

定になってございます。そういった実態を来館いただいてる皆様

に正確にご認識いただくために、リプルンふくしまにおいて、そ
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れぞれの廃棄物がどっち行くかというような説明を令和４年度

中に展示の改修で加えさせていただいたと、いうことで実施をさ

せていただきました。今回、現場もご覧いただいたと思うんです

けれども、クリーンセンターふたばで実施をする予定の放射性物

質の対策については、特定廃棄物埋立処分施設と非常に共通する

部分が多くございますので、そういったところでクリーンセンタ

ーふたばの安全性のＰＲというものを、リプルンふくしまで一定

程度に担えるというふうに考えているところでございます。また

どういった形で、リプルンふくしまにおいて追加的にクリーンセ

ンターふたばの情報発信をするかということについては、地元の

皆様、そして組合の皆様とご相談をさせていただきながら、今後

検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

河津委員長 大変ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、

どうぞ。 

石井委員 地元の地区を代表しまして、ちょっとお聞きしたいことがあり

ますので、このパンフレットすごくわかりやすくて、ありがたい

なと思ってるんですけども、これの２、３点、地区の方がね、こ

れどうなのという質問が出るんじゃないかというところが２か

所ぐらいあるんですけども、５ページのセメント固型化とかはそ

ういった形でわかり易く載ってるんですけれども、処分にあたっ

ては収納容器にいれた状態で埋立処分しますよ、とあるんですけ

れど、その処分につかう収納容器というのが、図があればよかっ

たんですけれど、どういった形のものなのでしょうか。 

香田企画官 ご質問ありがとうございます。環境省の香田でございます。今、

石井委員からご質問ありました収納容器のところの資料ですが、

漏れと言いますが丁寧さが欠けており申し訳ありません。ここで

いう収納容器というのは、特別なものではなく、いわゆるフレキ

シブルコンテナ、フレコンのような形で容器に入っている物を処

分場に入れさせていただくということでございまして、収納容器

というわかり難い言葉をつかってしまっていますけれども、イメ

ージされるようなフレコンのようなものでございます。こちらで

お配りしたパンフレット、カラー刷りのですね、一枚開いていた

だいて、一番左側のところですね埋立廃棄物の収納容器、いま、

新保委員が指さしておられるところですけれども、そちらのよう

な形でですね、こういった形のいわゆる正方形のようなものをイ
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メージしてございます。 

石井委員 もう一点ですけれど、８ページのゼオライト吸着塔のページ

で、排水に係る公共の水域の濃度限度のところで、cs-134 と cs-

137 の濃度とあるんですが、１３４と１３７は何がちがうんでし

ょうか。 

香田企画官 ありがとうございます。 

セシウムの核種という種類を指しておりまして、１３４と１３

７という２種類ございます。福島第一原発の事故によって出てき

たセシウムには、この２種類があると。 

それぞれ半減期といいます放射性物質の放射能の力が失われ

る期間が違っておりまして、それに応じて、今現状ですねどれぐ

らいの濃度があるかとか、その放射能が減衰していく過程で変わ

ってくる。 

この公共水域である一般の、それに対してどういったその影響

が出てくるのかということを計算させていただいた中で、セシウ

ム２種類について、それぞれ濃度を計算といいますが、測らせて

いただいて、一定の式に基づいて、限度値といいますか、ここを

超えてはいけないという限度値を設定させていただいてるもの

でございます。 

河津委員長 よろしいですか。 

馬場参事官 ＣＳというのは、セシウムのことでございまして、それでセシ

ウム１３４は半減期が２年なので１２年たって６回過ぎていま

すので、大分もう検出されなくなってます。 

なので、検出されるはセシウム１３７のほうでして、これが９

０ベクレルになると、９０分の９０で１になるので、それが一番

上限ですよ。それを下回らないとだめですよと。 

今回我々は、９０よりも約１０倍厳しい１０Ｂｑ/Ｌで管理し

ますということです。そこはしっかりやりますということです。 

石井委員 はい、ありがとうございました。 

河津委員長 いかがでしょうか。はい。 

斎藤委員 福島県の斎藤です。すいません、単純な確認ですが、ゼオライ

ト吸着塔の写真を見てみると、３つの吸着塔が並んでいますが、

これは、直列式に水が流れる仕組みなのか、並列式に流れる方式

なのか、ふっ素、ほう素もあるのですが、こちらについても直列

なのか並列なのかご確認したい。 

工藤課長補佐 福島地方環境事務所の工藤でございます。 
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今のご質問ですが、まず、セシウムのほうですが、セシウムの

検出濃度によって、いま３本ゼオライト吸着塔がございますが、

それを回す回転数が変わります。濃度が低ければ１本のところで

すし、いま詳しい数量をもっていないのですが、濃度によって処

理数が変わってくるというところでございます。ふっ素、ほう素

の吸着塔でございますが、全部で４本ございますが、内訳として

ふっ素が２本、ほう素が２本、２本ずつに分かれてございます。

ふっ素、ほう素を吸着いたしますと中の吸着剤を交換する必要が

ございます。たとえば、1本使い切ったり、濃度が高くなった時

に交換するときにはもう一本を使うということで現在計画して

いるところでございます。 

河津委員長 よろしいでしょうか。 

 

３，議事（２）廃棄物の輸送について 

河津委員長 ちょっと時間がかかってますので、次の方に行きたいと思いま

す。議事２、廃棄物の輸送について事務局から説明お願いします。 

香田企画官 はい。資料２、クリーンセンターふたばへ廃棄物の輸送につい

てという資料でご説明させていただきます。 

おめくりいただきまして、資料 1ページ目でございますけれど

も、クリーンセンターふたばに搬入させていただく対象廃棄物に

関して、考え方をお示しするものでございます。 

令和５年度のクリーンセンターふたばへの搬入というものに

関しては、ちょっと文字が多いですので、概要だけご説明いたし

ますが、搬入される物に関して、資料の真ん中より下の辺りです

ね、大熊町さんで保管されている廃棄物というものをまず優先さ

せていただく考えでございます。これはクリーンセンターふたば

という処理施設が立地をされている大熊町さんのご負担に配慮

させていただくものでございます。 

イとして、運営中の処理施設及び仮置場に保管されている廃棄

物ということで、先ほどの資料１での質問のやりとりのなかでも

ございましたけれども、我々が管理している処理施設、仮設焼却

施設だとかあるいは仮置場について、作業や運用に支障が生じな

いように配慮させていただくものとして、それぞれ現場の状況に

おいて搬出元をチョイスさせていただく考え方でございます。ま

ずは、この中にありますとおり、大熊町さんの区域内において保

管されているものが優先的に対応すべきものというふうに理解
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をしてございます。その考え方のもとで、資料の２ページ目と３

ページ目に関しては、まず、我々が優先的に手をつける現場とな

る想定になります、大熊町さんにおける搬出元、そこからの輸送

ルートに関してお示しさせていただくものでございます。資料の

２ページ目は、大熊町の灰保管施設と書かせていただいてござい

ますけれども、中間貯蔵施設のエリア内にございます我々の仮設

焼却施設の灰保管施設でございます。こちらに関しては、中間貯

蔵施設のエリア内を通行させていただいて、クリーンセンターふ

たばに搬入をさせていただくということでございますけれども、

本日、委員の皆様にクリーンセンターふたばに、現地に入ってい

ただくときに、クリーンセンターふたばを左手に見る形で、左折

して入っていただいたかと思います。処分場から出てくるときに

は処分場から右手に出ていった形になろうかと思いますけども、

ここの資料の輸送ルートに記載のとおり、皆様が処分場から出て

いく時は、復路と書いてございます。廃棄物を処分場で降ろした

トラックがそういったルートで通行していくことになります。一

方で廃棄物を積んだトラックに関しては、処分場の北側から進入

してくるようなルートを想定してございます。クリーンセンター

ふたばの入口周辺の道路で何かそのトラブルのようなことが起

きないように、トラックは一方通行のような形で配慮させていた

だく輸送ルートを組ませていただいているとところでございま

す。 

おめくりいただいて、資料の３ページには、大熊町さんの方に

置かせていただいております仮置場からのルートでございます

けれども、中間貯蔵施設の南側に位置してございまして、仮置場

から出た車両は、中間貯蔵施設のエリア内にすぐに入って、先ほ

どの灰保管庫と同じようなルート設定のもと、処分場に搬入させ

ていただく想定でございます。いずれの搬出元に関しても、例え

ば国道６号を通るですとか、そういった大きな道路を我々の輸送

車両が通るというのは控えるようにさせていただこうと考えて

ございます。 

おめくりいただいて、資料の４ページ目でありますけども、輸

送の安全対策ということで、ご紹介するものでございます。 

搬出前に廃棄物に関しては、管理タグを取りつけるというふう

に記載をさせていただいてございます。この廃棄物はどういうも

ので、どういう品目のどういう重量のものであるというような管
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理タグを取りつけるとともに、それを積んだ輸送車両にはＧＰＳ

で位置情報を追跡するというやり方をさせていただきます。 

それをクリーンセンターふたばの中に設ける運行管理室でご

ざいますが、今日、現場でご覧いただいたセメント固型化施設の

建物の中に運行管理室、システムの情報を管理する部屋を設けさ

せていただいて、処分場に搬入されて来る車がどこを走っている

のかを監視させていただくシステムでございます。 

事故などが発生した緊急時においては、事前に決定した緊急連

絡体制に基づきまして、自治体の皆様、あるいは組合の皆様をは

じめ、様々な関係者の皆様に状況を連絡しまして、速やかに復旧

作業を行うこととしてございます。また、廃棄物を積載している

輸送車両には、特定廃棄物の輸送車両である旨の表示をさせてい

ただいて、これは特定廃棄物を積んでいる車両なんだなというこ

とを、一般の方にも分かるような形で輸送させていだだく次第で

ございます。 

おめくりいただきまして、資料の５ページ目でありますけれど

も、処分場にトラックが到着した時の受入れ管理でありまして、

資料１でもご紹介いたしましたように、放射線検出器のもと、管

理された廃棄物について、適切な放射能濃度のものが搬入されて

くるものであるかどうかを確認させていただきます。必要事項書

面の確認ということで左上に書かせていただいておりますけれ

ども、事前に処分場の側でも、今日どういうトラックが入ってく

る、どういう廃棄物が入ってくるという情報は持っておりまし

て、この事前に入手している情報の内容に齟齬がないことを、こ

こでも改めて確認をします。輸送車両のドライバーですね、同じ

事項が書かれている書面を持っておりまして、処分場側で持って

いる書面と同じ情報であるか、ここで確認するというものでござ

います、その後、車両の重量確認ということで、今日ご覧いただ

きましたが、トラックスケールに載って重量を測定して、何か全

く違うような数値が表示されないということを確認した後、処分

場に搬入されるという流れでございます。 

資料の６ページ目でありますけれども、先ほどちょっと追って

ご説明しますというふうに触れさせていただきましたが、ゲート

モニターで、万が一ですね、基準値を超えるような線量が測定さ

れてしまった場合に、いかなる対応をとるかということをご説明

するものでございます。 
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まず、文章の中、１ポツ目にございますけれども、仮置場等に

おいて輸送車両に積み込む前は、積載対象物の線量を測定してお

りまして、まずそこで一旦チェックを行っております。その上で

搬出されるわけですけれども、万が一、ゲートモニターで一定の

線量以上が確認された場合には、まずトラックスケールを通過し

た後、受入れのテントにおいて荷姿等を確認して、積載物の一つ

一つを確認させていただきます。その確認した後、一つでもそう

いったものが確認された場合は、というふうに、この文章の３ポ

ツ目で書いておりますけれども、確認された場合もそうですし、

あるいは全く確認されないけれどもなぜかゲートモニターが鳴

ってしまっているっていうケースもあろうかと思いますが、そう

いったものを含めて、そういった車両に関しては、Ｕターンをそ

の場でさせて、トラックが処分場の埋立地に入ることはせずに、

全ての積載物について触らずに、処分場から退出して、保管場所

に返すというような運用をさせていただく次第でございます。こ

ういった形の様々な計画のもとで、１０万Ｂｑ/ｋｇというご地

元の皆様とのお約束を果たしていく考えでございます。資料２に

ついては以上でございます。 

河津委員長 はい。ありがとうございました。それでは、植頭委員。 

植頭委員 はい。どうもありがとうございます。６ページ目です。これも

確認ですけど、三つ目のマル、１つでも１０万Ｂｑ/ｋｇを超え

るという場合、と書いてあるのですが、状況によって、積まれて

いるものの一つ一つの確認なんてできるのかなと思っています。 

線量を、例えばトラックがあって、中のほうにはいっているも

のとかがあった時に、線量を他の廃棄物の影響を受けずに一つ一

つ確認して、そこまで細かく出来るのかなと思っております。 

香田企画官 はい、ありがとうございます。先ほど私の方から申し上げたよ

うに、ひとつひとつ積荷の状態は確認するんですけれども、その

中で、高線量のものがそこで発見されているけれどもされない場

合もあろうかと思いますが、今おっしゃったように一つでも確認

された場合があるか否かに関わらず、ゲートモニターが鳴ったよ

うなものが発生した場合には、保管場所に返すという運用になり

ますので、おっしゃるとおり、「一つでも」というのは削除しま

す、書きすぎな部分でございます。 

植頭委員 お願いいたします。 

河津委員長 なにか高いのがあるよっていう、スクーリニングですかね。搬
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入する袋は普通 1台 6袋ですか。 

関専門官 廃対課の関と申します。 

不燃物に関しては１台６袋、主灰・飛灰に関しては、１台４袋

を想定しております。 

河津委員長 はい。ありがとうございました。他にいかがでしょう。はい。

新保委員。 

新保委員 まずは大熊町に保管されている廃棄物からスタートというこ

と、こちらについてはほぼ中間貯蔵施設の中でだいぶ距離も近い

と思うのですが、1ページ目でいうイの他の仮置場に保管されて

いる廃棄物については、多分順次、段々広げていって、もうちょ

っとだんだん遠いところから持ってくる話になると思うんです

が、その輸送ルートとかっていうのは、事前に町側との協議とか

っていうのはいただけるわけでしょうか。 

香田企画官 はい、ありがとうございます。おっしゃいますように、もちろ

んですね、どこから出すのかということは、様々な状況で、各自

治体の皆様とですね、ご相談させていただくことになりますけれ

ども、それで突然、大熊町さんや、ご地元の皆さんが知らないで

スタートするということはないと思っておりまして、この輸送ル

ートでこういうルートで、どこから持って行きたいということに

関しては、大熊町さんとよくご相談させていただきたいと考えて

ございます。 

新保委員 あと、４ページ目に、既存の安全対策とあるように、多分、中

間貯蔵施設への土の搬入でいろいろ環境省さんのノウハウは蓄

積されているのかなと思いますが、やっぱり今回の案件について

は積載されているものが線量が高いであろうというような廃棄

物だと思いますので、一度事故が起きてしまうと、与えるダメー

ジがすごく大きいのかなと。 

やっぱり、「何かしっかりやってそうだな」っていうところか

ら、「本当に大丈夫かな」ってなるかは多分一瞬だと思います。

あとの信頼関係というのは、継続的にやっていかないと積み上が

らないのかと思いますので、ぜひとも安全側に寄り添って、安全

対策はしっかりお願いできればと思っております。 

香田企画官 はい。ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおりでござ

いまして、我々、中間貯蔵施設事業ですとか、旧エコテックでの

事業ですとか、そういったところで様々な課題とか反省点も含め

てやってきているところでございます。そういったものを今回の
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事業に生かしていきたいと思いますし、今、ご指摘ご指導いただ

いたところは、肝に銘じて事業を進めていきたいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

河津委員長 はい、是非、特定廃棄物の輸送についてはいろいろなデータが

あるわけですし、中間貯蔵への輸送のノウハウもあるので、無事

故を目指してもらえたらと思います。 

河津委員長 他にいかがでしょう。はい、澤原委員おねがいします。 

澤原委員 ２ページと３ページにルートがお示しいただいてるところで

ございますが、今日の前半の視察の時にセメント固型化施設のと

ころでスクリーニングを行うというふうに伺いました。 

そこについては、働いてる方のスクリーニングだろうなと思っ

たところでございますけども、車両についての輸送トラックのス

クリーニングはどこで行うのかなっていうことです。 

東大和久ゲートから出るということで、中貯のスクリーニング

場を使う予定なのかをお伺いしたいところです。 

もう一点につきましては、要望というところでありますが、町

内を走って、中間貯蔵施設内も走るわけですが、長期の休暇であ

るとか、一時帰宅を利用してお墓参りに行っていらっしゃる方も

多いかと思います。そこで、中間貯蔵と同じように、年末年始や

お盆やお彼岸の際には、休止日を設けていただけると、一時帰宅

や、お墓参りの方に、迷惑がかからないのかなと思いますので、

それでご配慮いただければと思います。よろしくお願いします。 

河津委員長 はい。環境省おねがいします。 

香田企画官 ご質問、ご意見ありがとうございます。 

まず、１点目のスクリーニング、車両のタイヤのことだと思い

ますけども、今日現場で説明が漏れていたかもしれませんが、ク

リーンセンターふたばにおいて、一番最後に、トラックが出てい

く前に、車両のタイヤ洗浄を行う計画でございます。 

トラックスケールの近くに水が溜まっていた場所があったか

と思いますが、そこでタイヤの洗浄を行った後に、車両のタイヤ

を確認した後に、退場ということになりますので、澤原委員から

のご質問がありましたスクリーニングという行為は、処分場の中

で行われるイメージでございます。 

二つ目のお彼岸等における事業に関しては、そういった必要性

は我々重々承知をしておりまして、まさに中間貯蔵施設事業とな

どと同様に対応させていただきたいと思います。ありがとうござ
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います。 

河津委員長 他にはいかがでしょうか。時間もありますので。 

 

３，議事（３）事前モニタリングの結果について 

河津委員長 それでは３番目の議事、事前のモニタリングについてお願いし

ます。 

香田企画官 はい、ありがとうございます。資料の３－１と３－２というこ

とで、事前のモニタリングに関する資料をお配りさせていただい

ております。 

資料の３－１を中心にご説明をさせていただきます。事前のモ

ニタリングとして、特にクリーンセンターふたばで我々が事業を

開始させていただいて以降の状況や埋立てした廃棄物の周辺へ

の影響というものを確認するために、ビフォーアフターのビフォ

ーという形で、事前のモニタリングとして、昨年の９月からです

ね、環境項目の測定ですとか放射線量の測定ですとか、そういっ

たことを行わせていただいているところでございます。 

資料の表紙をおめくりいただいて、１ページ目の真ん中に、モ

ニタリング項目として１０項目並べさせていただいております

けれども、こういった項目に関して、事前のモニタリングという

形で調べさせていただいているところであります。それぞれの１

０項目に関しての詳細な結果については資料３－２の方で整理

をさせていただいておりますが、今回ご地元の皆様、関係の皆様

に対して、事前にお示しをしておくべきだろうというふうに、

我々の方で考えたものがこの青字で記載させていただいた５項

目になります。これについて中心に、事前のモニタリングの結果

の状況についてご説明させていただきます。 

資料２ページ目でございますけれども、まず敷地境界の空間線

量率をお示しするものでございます。こちらについては、敷地境

界での測定ということで、処分場の稼働が開始した後は、週１回、

法令に基づいて測定することになりますけれども、こちら、事前

のデータとして月１回測定をさせていただいておりまして、その

結果がこちらにお示ししているものでございます。 

測定結果のうち、Ｋ-３といって、上の方にありますけども、

セメント固型化施設の周辺ですけども、こちらの最も低い 1.4 マ

イクロシーベルト前後の線量。一方で、敷地の南側ですね、水処

理施設に向かう道路沿いでございますけれども、そちらについて
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は、大体４μＳｖ/ｈ、あるいは 4.4μＳｖ/h といったような水

準のものでございます。 

資料をおめくりいただきまして、モニタリングポスト設置箇所

の線量率ということで、こちらに関しては、処分場の埋立て開始

にあたっては、我々の事業の中でですね、モニタリングポストを

設置させていただきまして、空間線量を連続で測定させていただ

くこととしてございます。そのモニタリングポストに関しては、

今後、事業開始するまでの間に設置させていただくものでありま

すが、その設置する場所において事前に測定しているものでござ

います。 

資料３ページ目の上の方の文章の中にございますけれども、モ

ニタリングポストは、今月末に設置をさせていただき、年度明け

早々からモニタリングポストによる測定を開始する計画でござ

いますけれども、それぞれ、モニタリングポストが設置されてい

る場所における線量というのが３ページに挙げさせていただい

ているものでございます。 

つづきまして、資料の４ページ目でございますけれども、大気

中の放射能濃度ということで、測定させていただいてございま

す。こちらに関しては今日、現場視察のなかで、ダストモニター

を今後設置しますということをご説明させていただいた建屋が、

セメント固型化施設の建物の前に一つ。そして、２期埋立地の対

岸側にもう一つ所在しておりましたけれども、そちらで測定をす

る前に事前に測らせていただいたものでございます。セシウム１

３７を中心に、セシウムでもし出てくるものがあれば出てくるの

だと思いますが、現時点で９月から１１月の測定については、Ｎ

Ｄ検出下限値を下回るものでありましたけれども、１２月の調査

では一部に検出される例がございました。 

おめくりいただきまして、ここからの水の関係のモニタリング

でございます。資料の５ページでありますけれども、地下水の測

定結果として、まず地下水の調査地点に関して最初に触れさせて

いただくと、資料の５ページ目の左下にクリーンセンターふたば

の地図をいれさせていただいておりますけれども、処分場の、上

流と下流の地下水を比べることでですね、今後我々が廃棄物埋立

て工事、埋立て事業を行った場合ですね、上流よりも下流の方が

どうなっているのか、いろんな、何らかの項目が高くなっている

とか、そういった中で、処分場の影響ではないかということを測
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ることになるわけですけども、事前の状態として現状、地下水の

環境基準が定められている環境項目に関しては、基準を超過する

ものは確認されておりません。そんな中で、一部、ご地元の皆様、

関係の皆様にご紹介しておくべきと思われることして、地下水の

水質として、処分場の下流側において、カドミウムですとか、ふ

っ素、ほう素という項目が検出されているものでございます。法

令の基準が適用されるものに関しては、それは満足しております

けれども、下流側においてこういったものが見られるというとこ

ろでございます。上流側の方においても、電気伝導率とかｐＨに

とかそういったところで、上流側と下流側で有意な違いが見られ

るということが発見されてございます。一方で、地下水に放射性

物質が出ているのかというところに関しては、検出下限値ぎりぎ

りの１Ｂｑ/Ｌが検出されている例は２０２２年の１２月にござ

いましたけれども、下流側や上流側の調査で、それ以外の箇所、

期間においては、検出下限値未満ということで、放射能濃度が検

出されているということはございません。 

資料の６ページ目に行きまして、浸出水と放流水でございま

す。浸出水というものが、廃棄物に触れた水というふうなイメー

ジでございます。処分場の中に入り込んだ水が、最後に水処理施

設で処理されて、今日ご覧いただきましたが、水処理施設で処理

されて、最後は放流水として放流されるということになるわけで

ありますが、まず放流水ですね、一般の公共水域に出ていく放流

水に関して、法令上の基準を超過する項目はございません。浸出

水に関しては、浮遊物質量やダイオキシンの類が検出された例が

ございます。ですけれども、この６ページの一番下の表にござい

ますとおり、浸出水で何らかの項目が出ているものでありまして

も、しっかり水処理をさせていただいておりまして、放流水の段

階においては、全て検出下限値未満ということで、外の公共水域

に出させていただいてるところでございます。 

最後に、７ページ目でございますけれども、防災調節池の放出

水というものでございます。まず、防災調節池においてですね、

溜まっていく水というものは、廃棄物に触れている水ではござい

ませんで、雨水ですとかそうしたものがこちらに流れてくるよう

な構造になっておりますけれども、その防災調節池の放出水にお

いて、法令上の基準を超過するような項目っていうのはございま

せん。そんな中で、ほう素などの一部の測定項目に関して検出が
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見られておりますけれども、法令上の基準を適用される項目に関

しては、すべての項目で基準を満足してるところでございます。

放射能濃度に関しても、検出下限値１Ｂｑ/Ｌの検出下限値未満

でございます。 

資料の３-１の８ページ目、９ページ目は、それぞれ今ほどご

紹介をさせていただきました環境モニタリングですとか、我々が

行っているそういった事前の行為に関してどこでそういった試

料採取しているのか、どこで測定しているのかというところに関

して地図上でお示ししているものでございます。簡単ですが、資

料３-１、３-２に関して以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

河津委員長 はい、ありがとうございました。それではただ今の説明に際し

てですね。はい、植頭委員。 

植頭委員 はい。質問は、組合さんの方にしたいと思いますがよろしいで

すか。 

阿部事務局長 はい。 

植頭委員 事前のモニタリングで地下水に関しては下流側のｐＨが 3.6

と低い数値があり、カドミウムも出ている。浸出水においてもＳ

Ｓが出たり、ダイオキシンが出てたりとあるんですけれども、以

前の処分場の運営において、同じようなことはあったんですか

ね。そのあたり、なにかご記憶があったりないですか。逆にそこ

がなくて、今回だけ特異的に高かったとなると、一体、分析があ

れなのか、それともなにか別のことがあるのか、なにか情報あり

ますか。 

阿部事務局長 資料を環境省さんの方に事前に送っているのがあるので。 

香田企画官 組合さんの方からございましたけれども、この処分場が稼働し

ていた時期、震災前に組合さんのほうで供用されていた時期の水

の測定結果のようなものはですね、組合さんから今いただいてお

りまして、今委員おっしゃったように、どういう傾向があるのか

というところを並行して確認させていただいているところでご

ざいます。 

我々の問題意識も同様でありまして、こういった傾向が従前か

らあるのか、あるいは何らかのきっかけがあるのかというところ

も、我々ちょっと今不明なところもあるところから、組合さんの

データをよく精査させていただいたいと考えておるところでご

ざいます。 
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植頭委員 はい、お願いします。従前から同様の傾向があれば特に問題な

いと思っております。従前、こういうデータがなくて、急にこう

いう数字になっているとなると、既存の廃棄物層から何か漏れ出

ているという可能性が考えられるのかなと思うので、ちょっとそ

の辺のデータを慎重にみてください。 

香田企画官 はい、ありがとうございます。はい。 

河津委員長 はい、非常に評価する上で難しいと思いますので、前のデータ

を含めて進めていっていただければと思います。 

河津委員長 関連質問ですけれども、今回のですね、処分場つくるにあたっ

て、現在までのあった廃棄物への浸出水というのは、キャッピン

グされているので、先々入っていかないと考えていいのか。従前

の廃棄物の浸出水がどういう風に処理されているのか、その区別

というのはつくのか。 

香田企画官 はい、ありがとうございます。整備工事に我々が入った段階に

おいて、震災から１０年強にわたって管理をされていなかった状

況、状態でありましたので、整備工事になって我々が入った段階

で、すでに１期埋立地において、水が滞留していたと言うことは

まずございます。 

それについては、我々の方で排水を行って、適切に水処理を行

っているんですけれども、どれだけそこの中に滞留していたかと

いうところが正確に割り出すというのは難しい部分がございま

して、滞留していたものが、今までも、浸水として出てきている

ということは全くないかと言われるとそれは否定できないとこ

ろと正直思っております。 

一方で、先ほど資料の 1の方でご紹介しましたとおり、既存の

廃棄物の上に不透水性土壌層を敷いてというような工法を行い

ますので、今後、その施工以降は、そこの中に水が入ってきてど

うこうということは無いと思っておりますけれども、その下でか

ら出てきて、というところが否定できないところでございますの

で、浸出水の水質というものに対して、今の現状をやっておりま

すけれども、事業開始後も継続して分析を行って、傾向がどうい

うふうに出てくるかは見ていきたいと考えております。 

河津委員長 新たな浸出水の処理は分かりますが、既存の廃棄物の浸出水の

処理はどうなりますか。 

工藤課長補佐 まず今現在はどうなっているかご説明させていただきます。現

状は、１期の集排水管と、２期の集排水管を接続してございます
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ので、浸出水に関しては、１期２期混ざった状態の水が調整槽に

入りまして、その後、水処理に行くということになります。 

河津委員長 それは、既存の廃棄物を含めた浸出水ということでよろしいで

すね。 

工藤課長補佐 はい。そういうことになります。ちなみに、参考となりますが、

昨年４月から１０月末まで１年ちょっと仮設水処理施設を供用

して動かしておりますが、約４万６７００トンの水を処理してご

ざいます。当然その間降雨等も発生したり、２期に浸出した水も

あり、約 4万６７００トンのうち、何割が１期埋立地に相当する

かというのは、非常に難しいところではあるんですが、実績とし

て４万６７００トン弱の水を処理させていただいております。そ

のあとですね、既存の水処理施設の方に切り替えしておりますけ

ども、日量の処理量はかなり低減されているというのは、現場か

ら報告を聞いてございます。なかなか１期の処分場の、水の残留

具合というか、含水については難しいところでございますので、

引き続き水質等をみて、原因は調査していく必要があるかと考え

てございます。 

河津委員長 もうこれから埋立てするにあたって当然、議論しなきゃいけな

いことだとおもいますので、入れる前にその辺をやっておくとい

うのが非常に重要だと思います、是非その辺は考えていただけれ

ばなと思います。他にいかがでしょうか。 

嶋田参事官補佐 嶋田です。モニタリング結果をクリーンセンターふたばの環境

安全委員会で取り上げるの今回初めてでございまして、初めてご

覧になる方もいらっしゃるかとおもいますので、ベーシックなこ

とを、基本的なところですけれどもご説明、補足させていただけ

ればと思います。 

１ページでございますが、モニタリング項目ということで、１

０個ほど列挙されてございますが、それぞれの意味を簡単にご説

明いたします。空間線量率については、皆さんもなじみ深いと思

いますけれども、そこの場所を、線量を測っているということで

ございます。今、事前測定で、埋立てはしてございませんから、

今の結果というのは本当に今の場内、今の敷地周囲の線量を測っ

ているとご理解いただくのがよろしいかと思います。これがも

し、埋立てを始めてもあまり大きな変化がないと、あるいは少し

ずつ下がっていく、というような傾向であれば、埋立ての影響は

ないと。逆に上がるようなことがもしあれば、上がる傾向にある
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ということであれば、埋立ての何か影響かもしれないっていうこ

とで、調べましょうということです。 

その次、三つほど、大気中放射能濃度、γ線、それからα、β

線。それから大気中浮遊じん、ダイオキシン類とありますけれど

も、これは端的に申し上げると、埋立て地から、何か粉じんが舞

い上がっていやしないかと、その舞い上がってる粉じんの中でで

すね、α、β、γを全部、それぞれの放射線を調べているわけで

すが、とりわけセシウムに着目しますと、γ線が検出されますと、

なにか密封が十分でない廃棄物を埋立ててしまってるのではな

いかとそういったことの物差しになるものでございます。我々が

生きている大気中といいますか、この中には自然に存在する放射

性物質、事故由来でないものも当然もございます。それを確認す

る意味ではα線、β線を取らせていただいています。ダイオキシ

ン類は皆さんご存じだと思いますが、特に焼却灰を埋立てる場合

にダイオキシン類は、気を付けないといけないものでございます

ので、そういった処分場から良からぬものが舞い上がってはいな

いかを確認するのがこの３つの項目であるとご理解いただけれ

ばと思います。 

続いて、地下水水質について、先ほどからもご議論もございま

したけれども、今日、現場をご覧いただいて、側面にきれいな緑

色のシートが敷かれてあったりと、雨水が浸透しないようにと、

２期の方は、空の処分場になっているわけでございますが、もし、

２期の遮水に異常があって、水が抜けてしまった場合には、地下

水に影響しうるということでございますので、地下水に埋立地の

水が入り込んでいないというのを確認するために地下水水質を

事前にモニタリングをしている、という意味でございます。先ほ

ど来話題になっておりましたとおり、基準は満たしていますが有

害物質が出ているというのはございますが、過去からの傾向がど

うなっていたかをみますと、例えば、前からちょっとは検出され

ていたものだったという可能性もありますし、様々、追ってご説

明あるいは比較をする必要があるかと思っております。 

右側に行きまして、浸出水水質とありますが、これは埋立地か

ら浸み出してきた水とご理解いただければと思います。つまり、

雨が降りまして施工するところ以外はカバーをしているわけで

ございますが、それでも水が浸み込んでくることがございまし

て、その水質がどうであるかというものです。 
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放流水は、先ほど現場ご覧いただきましたさまざまな浄化設備

がございましたが、浄化設備を通った後の水質になります。浸出

水と放流水を比較することによって、浸出水の処理施設がちゃん

と機能しているかどうかを確認いただけるということでご理解

いただければと思います。 

そのあと、防災調節池についてご説明がございましたが、これ

は廃棄物に触れるものでありませんので、参考として書かせてい

ただいております。 

あと、悪臭でございますが、クリーンセンターふたばに入って

くるもので悪臭を放つものはほとんどないと思いますが、一般的

な廃棄物処分場で測定しておりますので、こちらも測定項目に入

れさせていただいてます。 

河川水水質でございますが、周辺環境への影響も含めて確認を

している、良からぬ水が流れて、小入野川下流まで行ってしまっ

てないことを確認するためということでございます。 

項目をざっと羅列してご説明したところでございますが、処分

場をモニタリングデータから見る時に、まずは、なにか良からぬ

ものが舞っていやしないか、もう一つは、水から良からぬもの流

れ出ていやしないかと、この２つを見ていくというのが、基本的

なモニタリングデータの見方になりますので、そこを注目してい

ただいて住民の皆様も今後ご覧いただくとよりわかり易く、また

ご疑問点がございましたら、是非引き続きご質問いただければと

思っております。初回なものですから、ベーシックな補足をいた

しました。 

河津委員長 はい、ありがとうございます。非常に難しいところでもあるの

ですが、中間貯蔵施設敷地内、いわゆる除染がされていないよう

な場所にあるということで、どちらの原因か、山からきてるのか、

処分場からきているのか、悩ましい問題がおそらくモニタリング

で今後も出てくると思う。そういうこともふくめて、現状の把握

といいますか、特に環境物質について、事故前のデータというの

が非常に貴重なデータになりますので、その辺も併せてよく調べ

ておいていただければ、これからの環境安全委員会でもわかり易

いかと思います。 
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嶋田参事官補佐 時間がオーバーしているなかで申し訳ないのですが、事前モニ

タリングの結果は、中間貯蔵担当にも共有しておりまして、場合

によっては一緒に原因を考えるという場面がありうるかもしれ

ませんので、そこはしっかり連携しながら状況を確認したいと思

います。 

河津委員長 それは是非お願いします。また逆に、中間貯蔵施設のモニタリ

ングデータをここで示していただいて、周辺もこうですよという

のも言えるかと思いますので、これからデータを出すときに考え

てもらいたいと思います。 

河津委員長 ほかに、全体で何かございましたら。よろしいでしょうか。は

い、どうもありがとうございました。最後に、次の委員会の開催

時期が示されていませんが、搬入開始時期が決まっていないとい

うところがあるかも知れませんが、前回の委員会の開催から 1年

以上経っていますし、次回の開催時期や開催頻度についていかが

でしょうか。 

小野寺調整官 はい、ご質問ありがとうございます。今後の委員会の開催の頻

度ということで委員長からご質問いただきました。 

埋立ての再開に向けて準備を進めて参るわけですけれども、埋

立てを開始をさせていただきまして、少しデータが取れてきてど

んな状況なのかっていうのがわかった段階でですね、それにつき

まして、また、皆様方にお集まりいただいてお示しして、ご議論

をいただきたいなというふうに考えてございます。ですので、今

回、前回から今回までですね１年ちょっと空いてしまいましたけ

れども、それよりも、もちろん期間を空けずに、またご相談させ

ていただく機会を設けさせていただければと考えてございます。

よろしくお願いいたします。 

河津委員長 是非、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、長時間あ

りがとうございました。是非、環境省におかれましては、実際に

特定廃棄物の処分場が運営されている例がございますがそれで

も不安があって、まずは地元の方がどう考えるか、疑問があるか

というところを踏まえながら、これからの運用のほうをしっかり

やっていただければと思います。それでは、これをもちまして環

境安全委員会は終了とさせていただきます。では司会を事務局に

お返しします。 
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事務局 河津委員長、ありがとうございました。最後に、環境省福島地

方環境事務所廃棄物調整官の小野寺から挨拶をさせていただき

ます。 

小野寺調整官 委員の皆様、本日は長時間にわたりまして、どうもありがとう

ございました。私ども現場を預かる事務所といたしまして、整備

工事の完成まで、もちろん安全に実施をしていきたいと思ってお

りますし、また、搬入開始に向けた準備、それからその後の、開

始後の作業におきましても、これまでいただいております地元の

皆様方のご理解を損ねることのないように、繰り返しになります

が、安全第一で事業を進めて参りたいと、このように考えてござ

います。委員の皆様におかれましては、引き続きをご示唆いただ

ければと考えてございますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。本日はどうもありがとうございました。 

事務局 以上をもちまして第２回クリーンセンターふたば環境安全委

員会を閉会いたします。委員の皆様、長時間ありがとうございま

した。 

 

以上 

 


